
市内の中小企業者が、社員等のデジタルリテラシー向上を支援し、
デジタル化の促進を図るために行う研修等に要した費用の一部を
補助します。

補助対象
事業

補助対象
経費

補助率
補助額

申請期間

IoT、AI、クラウド、ビッグデータ、RPA等のDXに
関連し、社員等のデジタルリテラシーの向上に資する
研修

受講料、研修費、教材費（パソコン本体等の機器類や
システム、ソフトウェアは対象外）、講師・専門家へ
の謝金及び旅費、委託費、会場費等

補助対象経費（税抜）の ２／３以内
上限 １０万円
※１事業者あたり同一年度内において１回
※補助金額は、千円未満を切り捨てます。

令和８年２月２８日まで
（ただし、予算額に達し次第、受付終了）
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